
 

 

総務委員会審査日程表  

 

日時  令和６年１２月１２日（木） 

午前１０時  開議  

場所  第３・４委員会室  

 

第１  議案第６３号  専決処分の承認を求めることについて（令和６年

度流山市一般会計補正予算（第５号））  

 

第２  議案第６４号  令和６年度流山市一般会計補正予算（第６号）  

 

第３  議案第６８号  固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例の制定について  

 

第４  議案第６５号  流山市職員の給与に関する条例及び流山市一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

 

 議案第６６号  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

 

 議案第６７号  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について  

 

第５  議案第６９号  千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約

の一部を改正する規約の制定に関する協議につい

て  

 

第６  議案第７０号  専決処分の承認を求めることについて（公用車物

損事故に係る和解）  

 

第７  所管事務の継続調査について  



令和６年１２月１２日 第４回定例会 議案第６８号 資料 

議案第６８号 

条例改正の承認を求めることについて（固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例） 

 

 

主 な 改 正 内 容 関係条項 

書記の人数改正につ

いて 

 

 

 

現在２名と規定されている書記の人数を審査申出の状況に応じ、必要な

人数の書記を委員会に置くことが可能となる措置を講ずる。 

  

第３条第１項 
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令和６年第4回定例会  

総務委員会  

議案第６５号・第６６号・第６７号資料 

 

 

 

 

１  議案第６５号（一般職について）  

（１）給料表  

人事院及び千葉県人事委員会勧告で示された行政職給料表に

準じて、給料月額を平均３ .８９％引き上げる（令和６年４月１日

適用）。  

また、特定任期付職員の給料月額 についても引き上げる。  

 

初任給（給料月額）  

区分  級号給  現行  R6改定後  差額  

大学卒  1級 29号給  ２０２，４００円  ２２５ ,６00円  ２３ ,２00円  

高校卒  1級  9号給  １７０，９００円  1９４ ,５00円  ２３ ,６00円  

 

（２）期末・勤勉手当の支給月数  

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を引 き上げる。  

（ア）一般職員及び会計年度任用職員 （＋０．１ ０月分 ）  

（単位：月分）  

 現行  R6改定後  Ｒ７以降  

６月期  

期末   １．２２５  
１．２２５  

（支給済み）  
１．２５  

勤勉   １．０２５  
１．０２５  

（支給済み）  
１．０５  

計  ２．２５    
２．２５  

（支給済み）  
２．３０  

12 月期  

期末   １．２２５  １．２７５  １．２５  

勤勉   １．０２５  １．０７５  １．０５  

計   ２． ２５  ２．３５  ２．３０  

年間  

期末  ２．４５  ２．５０  ２．５０  

勤勉  ２．０５  ２．１０  ２．１０  

計  ４．５０  ４．６０  ４．６０  

 

  

給与改定の概要  

（議案第６５号、議案第６６号、議案第６７号【改正概要】）  
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（イ）定年前再任用 短時間勤務 職員 （＋０ .０５月分 ）  

（単位：月分）  

 現 行  R6改定後  Ｒ７以降  

６月期  

期末  ０． ６８７５  
０．６８７５  

（支給済み）  
０．７０  

勤勉  ０． ４８７５  
０．４８７５  

（支給済み）  
０．５０  

計  １． １７５   
１．１７５   

（支給済み）  
１．２０  

12 月期  

期末  ０． ６８７５  ０．７１２５  ０．７０  

勤勉  ０． ４８７５  ０．５１２５  ０．５０  

計  １． １７５   １．２２５   １．２０  

年間  

期末  １． ３７５   １．４０    １．４０  

勤勉  ０． ９７５   １．００    １．００  

計  ２．３５           ２．４０    ２．４０  

 

（ウ）特定任期付職員 （＋０ .０５月分 ）  

（単位：月分）  

 現 行  R6改定後  Ｒ７以降  

６月期  期末  １．７０  
１．７０  

（支給済み）  
１．７２５  

12 月期  期末  １．７０  １．７５  １．７２５  

年間  計  ３．４０  ３．４５  ３．４５  

 

２  議案第６６号（ 特別職の職員について ）  

  期末手当の年間支給月数を引 き 上げる（＋ ０ .１０月分）。  

（単位：月分）  

 現行  R6改定後  Ｒ７以降  

６月期  期末  ２．２２５  
２．２２５  

（支給済み）  
２．２７５  

12 月期  期末  ２．２２５  ２．３２５  ２．２７５  

年間  計  ４．４５  ４．５５  ４．５５  
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３  議案第６７号（議会議員について ）  

  期末手当の年間支給月数を引 き 上げる（＋ ０ .１０月分）。  

（単位：月分）  

 現行  R6改定後  Ｒ７以降  

６月期  期末  ２ ．１５  
２．１５  

（支給済み）  
２．２０  

12 月期  期末  ２ ．１５  ２．２５  ２．２０  

年間  計  ４ ．３０  ４．４０  ４．４０  
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流山市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号）新旧対照表（公布日施行） 

改正後 改正前 

（期末手当） 

第１９条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第19条の

３まで及び附則第５項第３号においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の別に市長が

定める日（次条及び第１９条の３においてこれらの日を「支給日」という。）

に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（第

２２条第６項の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。）につい

ても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１) ６か月 １００分の１００ 

(２) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(３) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(４) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同

項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」とす

る。 

４～６ （略） 

（勤勉手当） 

（期末手当） 

第１９条 （同左） 

 

 

 

 

 

 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１) ６か月 １００分の１００ 

(２) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(３) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(４) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同

項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６８．７５」とす

る。 

４～６ （略） 

（勤勉手当） 

第２０条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条及び附則第５

項第４号においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員に対し、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応

じてそれぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これら

の基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（規則で定める職員を

除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定

第２０条 （同左） 

 

 

 

 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定
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改正後 改正前 

める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第５

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０７．５を乗

じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５を乗じて得た額の

総額 

める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第５

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０２．５を乗

じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．７５を乗じて得た額の

総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 
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流山市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号）新旧対照表（令和７年４月１日施行） 

改正後 改正前 

（期末手当） 

第１９条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第１９

条の３まで及び附則第５項第３号においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の別に市長が

定める日（次条及び第１９条の３においてこれらの日を「支給日」という。）

に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（第

２２条第６項の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。）につい

ても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５  を乗じて得

た額に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１) ６か月 １００分の１００ 

(２) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(３) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(４) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２５  」とあるのは「１００分の７０   」と

する。 

４～６ （略） 

（勤勉手当） 

（期末手当） 

第１９条 （同左） 

 

 

 

 

 

 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得

た額に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１) ６か月 １００分の１００ 

(２) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(３) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(４) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」と

する。 

４～６ （略） 

（勤勉手当） 

第２０条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条及び附則第５

項第４号においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員に対し、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応

じてそれぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これら

の基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（規則で定める職員を

除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定

第２０条 （同左） 

 

 

 

 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定
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改正後 改正前 

める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第５

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０５  を乗

じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０   を乗じて得た額の

総額 

める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第５

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０７．５を乗

じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５を乗じて得た額の

総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 
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流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１６年流山市条例第２８号）新旧対照表（公布日施行） 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与の特例） （特定任期付職員の給与の特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ 392,000 

２ 440,000 

３ 492,000 

４ 555,000 

５ 634,000 

６ 740,000 

７ 864,000 
 

号給 給料月額（円） 

１ 380,000 

２ 427,000 

３ 477,000 

４ 539,000 

５ 615,000 

６ 718,000 

７ 839,000 
 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（流山市職員の給与に関する条例の適用除外等） （流山市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 流山市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号。以

下「給与条例」という。）第３条から第５条まで、第８条から第１０条ま

で、第１０条の３、第１４条から第１７条まで、第１８条の２及び第２０

条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第８条 （同左） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第１８条の５第１項及び第１

９条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害派遣手

当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。）及び特定任期付職員業績手

当」と、給与条例第１８条の５第１項中「第１８条の２に規定する職にあ

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第１８条の５第１項及び第１

９条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害派遣手

当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。）及び特定任期付職員業績手

当」と、給与条例第１８条の５第１項中「第１８条の２に規定する職にあ
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改正後 改正前 

る職員」とあるのは「流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成１６年流山市条例第２８号）第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例第１９条第２項中「１００分

の１２７．５」とあるのは、「１００分の１７５」とする。 

 

る職員」とあるのは「流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成１６年流山市条例第２８号）第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第２項中「１００分の

１２２．５」とあるのは、「１００分の１７０」とする。 

 

 



1/1 

流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例新旧対照表（平成１６年流山市条例２８号）（令和７年４月１日施行） 

改正後 改正前 

（流山市職員の給与に関する条例の適用除外等） （流山市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 流山市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号。以

下「給与条例」という。）第３条から第５条まで、第８条から第１０条ま

で、第１０条の３、第１４条から第１７条まで、第１８条の２及び第２０

条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第８条 （同左） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第１８条の５第１項及び第１

９条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害派遣手

当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。）及び特定任期付職員業績手

当」と、給与条例第１８条の５第１項中「第１８条の２に規定する職にあ

る職員」とあるのは「流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成１６年流山市条例第２８号）第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例第１９条第２項中「１００分

の１２５  」とあるのは、「１００分の１７２．５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第１８条の５第１項及び第１

９条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害派遣手

当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含む。）及び特定任期付職員業績手

当」と、給与条例第１８条の５第１項中「第１８条の２に規定する職にあ

る職員」とあるのは「流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成１６年流山市条例第２８号）第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例第１９条第２項中「１００分

の１２７．５」とあるのは、「１００分の１７５  」とする。 

 



流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和５２年流山市条例第５号）新旧対照表 

○令和６年１２月期 

改正後 改正前 

（地域手当及び期末手当） （地域手当及び期末手当） 

第４条 特別職の職員の地域手当及び期末手当の額並びに支給条件は、流山

市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号。以下「給与条

例」という。）の規定の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）

の例による。この場合において、期末手当基礎額は、６月１日及び１２月

１日現在において特別職の職員として受ける給料月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に、その給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した額とし、その期末手

当の額は、給与条例第１９条第２項中「１００分の１２７．５」とあるの

は、「１００分の２３２．５」と読み替えた額とする。 

第４条 特別職の職員の地域手当及び期末手当の額並びに支給条件は、流山

市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号。以下「給与条

例」という。）の規定の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）

の例による。この場合において、期末手当基礎額は、６月１日及び１２月

１日現在において特別職の職員として受ける給料月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に、その給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した額とし、その期末手

当の額は、給与条例第１９条第２項中「１００分の１２２．５」とあるの

は、「１００分の２２２．５」と読み替えた額とする。 

 

○令和７年６月期以降 

改正後 改正前 

（地域手当及び期末手当） （地域手当及び期末手当） 

第４条 特別職の職員の地域手当及び期末手当の額並びに支給条件は、流山

市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号。以下「給与条

例」という。）の規定の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）

の例による。この場合において、期末手当基礎額は、６月１日及び１２月

１日現在において特別職の職員として受ける給料月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に、その給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した額とし、その期末手

当の額は、給与条例第１９条第２項中「１００分の１２５」とあるのは、

「１００分の２２７．５」と読み替えた額とする。 

第４条 特別職の職員の地域手当及び期末手当の額並びに支給条件は、流山

市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号。以下「給与条

例」という。）の規定の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）

の例による。この場合において、期末手当基礎額は、６月１日及び１２月

１日現在において特別職の職員として受ける給料月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に、その給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した額とし、その期末手

当の額は、給与条例第１９条第２項中「１００分の１２７．５」とあるの

は、「１００分の２３２．５」と読み替えた額とする。 

 



流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年流山市条例第６４号）新旧対照表 

○令和６年１２月期 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議長、副議長及び議

員として受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の２０を乗

じて得た額の合計額に１００分の２２５を乗じて得た額に基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議長、副議長及び議

員として受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の２０を乗

じて得た額の合計額に１００分の２１５を乗じて得た額に基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）６か月 １００分の１００ （１）６か月 １００分の１００ 

（２）５か月以上６か月未満 １００分の８０ （２）５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

（３）３か月以上５か月未満 １００分の６０ （３）３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

（４）３か月未満 １００分の３０ （４）３か月未満 １００分の３０ 

３ （略） ３ （略） 

○令和７年６月期以降 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議長、副議長及び議

員として受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の２０を乗

じて得た額の合計額に１００分の２２０を乗じて得た額に基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において議長、副議長及び議

員として受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の２０を乗

じて得た額の合計額に１００分の２２５を乗じて得た額に基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）６か月 １００分の１００ （１）６か月 １００分の１００ 

（２）５か月以上６か月未満 １００分の８０ （２）５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

（３）３か月以上５か月未満 １００分の６０ （３）３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

（４）３か月未満 １００分の３０ （４）３か月未満 １００分の３０ 

３ （略） ３ （略） 

 



 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市

町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

 

１ 千葉県市町村総合事務組合からの協議内容 

  布施学校組合立布施小学校が、令和７年３月３１日をもって閉校すること

となったことに伴い、当該学校を運営する布施学校組合（※いすみ市及び御宿

町で構成）については同日付けで解散することとなった。 

当該組合については、千葉県市町村総合事務組合（以下「事務組合」という。）

を構成する一団体であることから、事務組合を組織する地方公共団体の数が減

少すること及び事務組合規約中、「組合を組織する地方公共団体」に関する規

定及び「組合の共同処理する事務に係る共同処理する団体」に関する規定を改

めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項

の規定に基づく事務組合長からの協議を行うに当たり、同法第２９０条の規定

により議会の議決を必要とするものである。 

 

２ 変更後の共同処理団体数 

     （９３団体）               （９２団体） 

     令和７年３月３１日まで             令和７年４月１日から 

 

    ・千葉市                 ・千葉市 

    ・流山市                 ・流山市 

    ・松戸市                 ・松戸市 

    ・柏市                  ・柏市 

     …など（以下略）             …など（以下略） 

 

    ・東葛中部地区総合開発事務組合      ・東葛中部地区総合開発事務組合 

   ・三芳水道企業団             ・三芳水道企業団 

   ・君津中央病院企業団           ・君津中央病院企業団 

   ・印西地区衛生組合            ・印西地区衛生組合 

   ・布施学校組合              ・解散 

    …など（以下略）             …など（以下略） 

 

    

 

 

   ・千葉県後期高齢者医療広域連合      ・千葉県後期高齢者医療広域連合 

市

町

村 

一

部

事

務

組

合 

広

域

連

合 

５４団体 ５４団体 

３８団体 ３７団体 

１団体 １団体 

令和６年第４回定例会 
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専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  

（ 公 用 車 物 損 事 故 に 係 る 和 解 ）  

【 概 要 】  

本 案 は 、公 用 車 の 物 損 事 故 に 係 る 和 解 に つ い て 、相 手 方 と 合 意 に 達 し 、

即 時 に こ れ を 確 定 し 、 事 件 の 解 決 を 図 る こ と に つ い て 特 に 緊 急 を 要 し た

こ と か ら 、 令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 付 で 専 決 処 分 を し た の で 、 そ の 承 認 を

求 め る も の で す 。  

 

【 事 故 の 状 況 に つ い て 】  

 

                             

 

 

 

 

 

 

                             

千 葉 県 野 田 市 山 崎 2 6 4 2 番 3 地 先  ※ 道 路 上 は 舗 装 道 路  

 

 令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ８ 日 午 後 ５ 時 頃 、 姉 妹 都 市 訪 問 の 帰 路 時 に 相 手 車 両 と  

す れ 違 う 際 、相 手 車 両 が 標 識（ 図 面「 ● 表 記 」）に 衝 突 し 、そ の 反 動 で 相  

手 車 両 右 後 方 部 が 公 用 車 進 行 方 向 に 張 り 出 し 、 衝 突 し た も の で す 。  

本 件 は 避 け ら れ な い 事 故 で あ っ た こ と か ら 本 市 の 過 失 は あ り ま せ ん で  

し た 。  

 

【 専 決 処 分 と し た 理 由 】  

 ９ 月 末 に 当 該 物 損 事 故 の 示 談 金 額 の 協 議 が 整 い 、 そ の 結 果 、 損 害 額 が

１ ０ ０ 万 円 を 超 え た こ と か ら 、 当 初 は 第 ４ 回 定 例 会 に 上 程 し 、 議 決 い た

だ い た 後 に 示 談 を 取 り か わ す 予 定 で あ っ た た め 、 支 払 い は 議 決 後 と な る

旨 を 修 理 業 者 に 伝 え た と こ ろ 、 修 理 業 者 の 社 内 規 定 に よ り １ ０ 月 中 の 入

金 で な く て は な ら な い と の こ と で し た 。  

こ の た め 、 早 急 に 示 談 を 成 立 さ せ 、 修 理 業 者 に 支 払 う 必 要 が あ っ た こ

と か ら 、 地 方 自 治 法 第 １ ７ ９ 条 １ 項 に よ り 専 決 処 分 と さ せ て い た だ い た

も の で す 。  

令 和 ６ 年 第 ４ 回 定 例 会  

総 務 委 員 会  

議 案 第 ７ ０ 号  資 料  

 標 識（ 指 定 速 度 3 0 km・

指 定 駐 車 禁 止 区 間 終

了 標 識 ）  
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公 用 車  




